
申込・問合先

地域振興課
（☎ 6992-1516）

　

花
園
守
口
ふ
る
さ
と
村
は
、

清
流
「
有
田
川
」
の
源
流
の
美

し
い
自
然
の
香
り
い
っ
ぱ
い
の

素
朴
な
山
里
で
す
。

　

有
田
川
で
の
釣
り
・
川
遊

び
、
四
季
折
々
の
フ
ル
ー
ツ
狩

り
、
星
空
観
察
、
押
し
花
・
わ

ら
細
工
体
験
な
ど
、
心
ゆ
く
ま

で
大
自
然
を
満
喫
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
６
〜
７
月
ご
ろ
に

は
、
多
く
の
ホ
タ
ル
を
観
賞
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▽
花
園
守
口
ふ
る
さ
と
村
民
家

風
宿
泊
棟
＝
１
泊
２
食
４
千
725

円
か
ら

▽
杉
の
子
ハ
ウ
ス
（
団
体
専

用
）
＝
１
泊
２
食
４
千
200
円
か

ら▽
コ
テ
ー
ジ
（
定
員
４
人
・
自

炊
）
＝
１
棟
１
万
２
千
600
円
、

（
定
員
８
人
・
自
炊
）
＝
１
棟

２
万
１
千
円

　
　
　
　
　
　
　

随
時

　

就
労
能
力
・
意
欲
の
あ
る
離

職
者
で
、
住
宅
を
喪
失
ま
た
は

喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
を

対
象
に
、
住
宅
の
確
保
（
住
宅

喪
失
の
予
防
）
と
再
就
職
の
支

援
を
目
的
と
し
て
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
支
援
を
受
け
な
が

ら
、
住
宅
支
援
給
付
（
家
賃
の

一
部
ま
た
は
全
額
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
持
家
の
人

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）
。

支
給
対
象
　

○
申
請
時
に
65
歳
未
満
で
２
年

以
内
に
離
職
か
つ
離
職
前
に
主

と
し
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た

人

○
毎
月
２
回
以
上
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
求
職
申
込
な
ど
を
行
い
、

収
入
や
預
貯
金
額
が
一
定
以
下

な
ど
の
要
件
に
該
当
す
る
人

支
給
額　

月
額
単
身
世
帯
４
万

２
千
円
、
複
数
世
帯
５
万
５
千

円
を
上
限
と
し
、
収
入
に
応
じ

て
調
整
し
た
額
を
支
給

支
給
期
間　

原
則
３
か
月
の
支

給
。
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場

合
延
長
可
。

問
合
先　

生
活
福
祉
課
（
☎
６

９
９
２
・
１
５
８
２
）
、
社
会

福
祉
協
議
会
（
☎
６
９
９
２
・

２
７
１
６
）

　

市
で
は
、
地
域
の
自
治
会
・

町
会
な
ど
の
地
縁
団
体
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
市
民
団
体
の
活

動
中
に
、
指
導
者
や
参
加
者
が

万
一
の
事
故
で
負
傷
を
負
っ
た

場
合
や
、
指
導
者
が
賠
償
責
任

を
負
っ
た
場
合
に
救
済
す
る

「
市
民
活
動
災
害
補
償
制
度
」

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る

に
は
、
事
前
に
団
体
登
録
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

団
体　

市
内
に
活
動
拠
点
が
あ

り
、
無
報
酬
で
活
動
が
継
続
的

に
行
わ
れ
て
い
る
５
人
以
上
の

市
民
な
ど
で
構
成
さ
れ
た
団
体

（
政
治
、
宗
教
活
動
も
し
く
は

営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
ま
た

は
未
成
年
者
の
み
で
構
成
さ
れ

　

さ
つ
き
ホ
ー
ル
も
り
ぐ
ち

（
市
民
会
館
）
は
平
成
26
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
後
、
ホ
ー
ル
を
利
用
の
際

に
は
、
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル
や
、

他
市
の
施
設
を
利
用
し
て
下
さ

い
。

補
助
金
制
度
に
つ
い
て

　

ル
ミ
エ
ー
ル
ホ
ー
ル
（
門
真

市
民
文
化
会
館
）
と
寝
屋
川
市

立
市
民
会
館
の
大
ホ
ー
ル
を
利

用
す
る
場
合
は
施
設
利
用
料
金

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
の
対
象

　

市
民
の
み
な
さ
ん
な
ど
が
ル

ミ
エ
ー
ル
ホ
ー
ル
（
門
真
市
民

文
化
会
館
）
、
寝
屋
川
市
立
市

民
会
館
の
大
ホ
ー
ル
を
利
用
す

る
際
に
発
生
す
る
市
外
加
算
料

金
部
分
で
、
大
ホ
ー
ル
の
利
用

料
金
の
他
に
楽
屋
や
附
属
設

備
、
空
調
機
器
な
ど
も
含
ま
れ

ま
す
（
準
備
ま
た
は
練
習
で
の

利
用
の
場
合
は
一
定
の
制
限
が

あ
り
ま
す
）
。

申
請
方
法

　

当
該
施
設
を
利
用
後
、
健
康

福
祉
部
総
務
課
ま
で
所
定
の
申

請
書
と
と
も
に
利
用
料
金
の
支

払
を
確
認
で
き
る
書
類
を
添
え

て
提
出
し
て
下
さ
い
（
事
後
申

請
）
。
申
請
書
は
健
康
福
祉
部

総
務
課
に
設
置
し
て
い
ま
す

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）
。

問
合
先　

健
康
福
祉
部
総
務
課

（
☎
６
９
９
２
・
１
５
７
０
）

①
本
市
に
居
住
し
て
い
る
障
害

の
あ
る
人
や
高
齢
者
の
交
流
を

目
的
と
し
て
利
用
す
る
場
合

利
用
者　

障
害
の
あ
る
人
お
よ

び
高
齢
者

　

施
設
の
利
用
は
無
料
で
す
。

３
か
月
前
か
ら
の
予
約
が
可
能

で
す
。

申
込
先　

障
害
者
・
高
齢
者
交

流
会
館
（
☎
６
９
９
１
・
５
５

１
０
）

②
右
記
以
外
の
人

　

施
設
利
用
は
有
料
で
す
。

１
か
月
前
か
ら
の
予
約
が
可
能

で
す
。

申
込
先　

障
害
福
祉
課
（
☎
６

９
９
２
・
１
６
３
０
、
平
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分
）
、

障
害
者
・
高
齢
者
交
流
会
館

（
☎
６
９
９
１
・
５
５
１
０
、

受
付
の
み
午
前
10
時
〜
午
後
９

時
）

※

承
認
書
は
、
障
害
福
祉
課
で

発
行
し
ま
す
。
交
流
会
館
で
申

し
込
み
を
し
た
場
合
は
、
発
行

に
数
日
か
か
り
ま
す
の
で
、
ご

了
承
下
さ
い
。

施
設
内
容
　
会
議
室　

30
人
定

員
（
１
室
）
、
12
人
定
員
（
１

室
）
、
和
室
12
畳
（
１
室
）

※
各
部
屋
の
使
用
料
は
、
利
用

時
間
帯
に
応
じ
て
異
な
り
ま

す
。

※

当
会
館
に
は
駐
車
場
は
あ
り

ま
せ
ん
。

申
込
方
法

①
に
つ
い
て
は
交
流
会
館
（
日

吉
町
１-

２-

12
、
受
付
の
み
）

②
に
つ
い
て
は
障
害
福
祉
課

（
受
付
・
承
認
書
の
発
行
）
お

よ
び
交
流
会
館
（
受
付
の
み
）

　

詳
し
く
は
、
問
合
せ
下
さ

い
。

問
合
先　

障
害
福
祉
課
（
☎
６

９
９
２
・
１
６
３
０
）

　

東
洋
町
自
然
休
養
村
管
理
セ

ン
タ
ー
は
、
美
し
い
海
岸
線
が

広
が
る
白
浜
海
岸
の
目
の
前
に

あ
り
、
夏
は
海
水
浴
が
楽
し
め

ま
す
。
ま
た
、
温
浴
施
設
（
大

人
510
円
、
子
ど
も
250
円
）
の
利

用
も
で
き
ま
す
。

　

サ
ー
フ
ィ
ン
ビ
ー
チ
の
生
見

海
岸
は
車
で
５
分
。
海
の
駅

「
東
洋
町
」
で
は
地
元
の
取
れ

た
て
野
菜
や
鮮
魚
を
販
売
。

　

白
浜
海
岸
で
の
海
水
浴
・
全

楽
し
み
方

楽
し
み
方

宿
　
　
泊

宿
　
　
泊

利
用
申
込

利
用
申
込

面
芝
生
の
キ
ャ
ン
プ
場
、
海
釣

り
、
生
見
海
岸
で
は
世
界
中
の

サ
ー
フ
ァ
ー
が
波
乗
り
に
や
っ

て
き
ま
す
。
野
根
川
で
川
遊
び

も
で
き
ま
す
。

白
浜
海
岸
キ
ャ
ン
プ
場
の
サ
イ

ト
使
用
料
＝
１
泊
２
日
１
張
１

千
240
円
、
１
日
620
円

利
用
日
の
３
か
月
前
か
ら

障
害
者・高
齢
者
交
流
会
館
を

ご
利
用
下
さ
い

離
職
者
へ
の
住
宅
支
援
給
付

他
市
大
ホ
�
ル
施
設
利
用
料
金
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

相談時間内に、利用して下さい。

秘密厳守・無料

大日サービスコーナー
ところ　イオンモール大日内

　　　　　　　　（１階郵便局前入口）

相談内容 とき（祝日は除く） 問 合 先

心配ごと
相談

社会福祉協議会
☎６９９２－２７１５

進路選択
支援相談

市教委
学校教育課
☎６９９５－３１５１

※進学意欲を持ちながら、家庭事情や
経済的な理由で就学することが難しい
生徒や保護者を対象に、進路選択支援
相談員が、進路や奨学金などの相談や
必要な情報を伝える窓口を設置。

５月２・９・１６・２３・３０日

相 談 内 容 とき（祝日は除く） 予 約 ・ そ の 他 問 合 先
心配ごと相談 毎週月曜日 ～ 当日相談コーナーへ 社会福祉協議会☎６９９２－２７１５

法律相談
（要予約）

弁護士 毎週木曜日 ～
休日の時は当日の

広報広聴課
☎６９９２－１３５３
　　　　　　１３５６

司法書士 毎月第２～４火曜日 ～

登記相談
（要予約）

司法書士
毎月第２水曜日 ～

分
予約は電話で相談日の前日 ～

～）土地家屋調査士

税務相談
（要予約） 税理士 毎月第２金曜日 ～

分
予約は電話で相談日の前日 ～

～）
行政相談（要予約） 毎月第４火曜日 ～ 予約は前日までに

介護保険苦情相談（要予約）毎月第２水曜日 ～ 予約は前日までに
くすのき広域連合☎６９９５－１５１６
守口支所高齢介護課内☎６９９２－２１８０

女性の悩み相談（要予約） 毎月第１～４火曜日 ～ 予約は前日までに
人権室
☎６９９２－１５１２人権相談

～
毎週木曜日 ～ 当日相談コーナーへ

毎月第３木曜日 ～ 菊水老人福祉センターへ
精神保健福祉相談（要予約）毎週水曜日 ～ 予約は前日までに 障害福祉課☎６９９２－１６３５

～日常生活のさまざまな問題や悩みの相談に応じています～市民相談（5月分） ところ　市役所１号別館市民相談コーナー

東
洋
町
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
高
知
県
東
洋
町

花
園
守
口
ふ
る
さ
と
村
和
歌
山
県

か
つ
ら
ぎ
町
花
園

た
団
体
は
除
く
）

活
動　

地
域
社
会
活
動
、
社
会

福
祉
・
奉
仕
活
動
、
青
少
年
健

全
育
成
活
動
、
社
会
教
育
活
動

（
技
能
向
上
、
趣
味
の
活
動
は

除
く
）

補
償
期
間　

５
月
１
日
㈭
〜
平

成
27
年
５
月
１
日
㈮
（
登
録
手

続
き
は
随
時
受
付
）

登
録
申
請
方
法　

所
定
の
用
紙

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
、
各

公
民
館
、
市
民
・
大
日
サ
ー
ビ

ス
コ
ー
ナ
ー
で
配
布
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
へ

問
合
先　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進

課
（
☎
６
９
９
２
・
１
５
２

０
）

市
民
活
動
災
害
補
償
制
度

市
民
活
動
災
害
補
償
制
度
に
登
録
を

に
登
録
を

平
成
26
年
度

平
成
26
年
度
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